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守口市児童公園条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 

 守口市児童公園条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。 
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記 

 



守口市児童公園条例の一部を改正する条例 

 

 守口市児童公園条例（平成17年守口市条例第16号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条中「別表に掲げる」を「別表の」に改める。 

 第５条の見出しを「（管理、使用料等）」に改め、同条中「管理等」

を「管理、使用料等」に改める。 

 第６条中「ついて」を「関し」に改める。 

 別表に次のように加える。 

大日町４丁目第２児童公園 守口市大日町４丁目327番地の５ 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


